平成26年度　京都市立修学院小学校　学校経営方針
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成26年  4月  1日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　校 長　浦杉　伸介
夢や希望に満ちた将来を実現するために

～生き方探究［キャリア］教育の視点を取り入れて～
　現在，我々が暮らす社会には，豊富な情報が流れ，多様な考えや様々価値観が存在している。そんな社会において，子どもたちが描く将来像は多岐にわたるが，一方では，自分自身の理想とするモデルが見つけにくく，夢いっぱいの自らの将来像を描きにくい状況にある。これからの未来を切り拓くためには，人間関係をうまく築いたり，適切な意思決定をしたりする能力を身につけていかなければならない。そのためには，日々の学校教育活動を通して，学ぶ喜びや新しいことへの挑戦も辞さない強い学習意欲を培わなければならない。また，確かなめあてを示した体験活動の中で，他者との関係を認識したり，共に学び合うことの素晴らしさに気づいたりすることを大切にしていきたい。
　子ども自らの将来に夢や希望を描けるために，生き方探究（キャリア）教育でめざす，「人と共に社会に生きる力」「自分を知り律する力」「課題を見つけ解決する力」「夢や希望をつくりあげる力」「社会に貢献する力」をすべての学校教育活動を通して育成したい。

	1 
	人と共に社会に生きる力

（人間関係形成能力・社会形成能力）
	・相手の思いを理解し，折り合いをつける力。
・他者と協働し，みんなのために活動する力。

	2 
	自分を知り律する力

（自己理解能力・自己管理能力）
	・自己の可能性に向かい行動する力。

・自己の感情をコントロールして高まる力。

	3 
	課題を見つけ解決する力

（課題対応能力）
	・自他の事象から解決に向けて課題を持つ力。

・課題解決に向け，計画的・継続的に進める力。

	4 
	夢や希望をつくりあげる力」

（キャリアプランニング能力）
	・自己の役割を認識し，責任を果たす力。

・様々な情報を活用し，よりよく生きる力。


〔1〕 学校教育目標「正しく  楽しく  たくましく」
互いの良さやちがいを認め合い，自らの能力を最大限に発揮することができる子どもの育成。（自己の将来像をイメージし，夢や希望に向かって努力できる子ども）
・学校教育目標の達成に向け，全教職員がそれぞれの立場・役割で一丸となって子どもたちに関わり，信頼と責任，さらに，協働して修学院教育を進める。

・全教職員がそれぞれの立場・役割で学校教育目標を熟知し，児童・保護者・地域との関わりを深め，多面的に児童理解を進めることを通して，修学院小学校教職員としての誇りと責務を感じ，日々の教育活動を積極的に進める。
学校教育活動のすべての分野で，子どもの命を守りきる。
「正しく」…（徳）心の教育及び人権感覚向上を図る取組を進める。
　　　　　　　　◎「なかよしの日」「修学院なかよしブック」（当たり前を増やす）
　　　　　　　　◎朝会における話題提供（がんばっているお友だち等）
　　　　　　　　◎友だちに対するやさしい言葉かけ（思いやる心）

※心のこもったあいさつ　「あいさつは　人より先に　元気よく」

　　　　　　　　　
「楽しく」…（知）修学院の子どもの良さを伸ばし，切磋琢磨する取組を進める。
　　　　　　　　（話し合い活動を重視し，思いや考えをわかるように発信する。）
　　　　　　　　◎課題の解決に向けた努力（情報を集め活用する）
　　　　　　　　◎みんなで作る「楽しみ」（協働活動）
　　　　　　　　◎ポジティブ思考（脱落ち込み・決めつけ思い違いの排除）
　　　　　※やる気を触発する赤入れ　「その一言で　やる気が生まれ　がんばれる」

「たくましく」…（体）あらゆる教育活動において，一生懸命がんばる取組を進める。
　　　　　　　　◎心身ともにたくましい子ども（目標に向かう思いを持続する）
　　　　　　　　◎心の健康，体の健康　（常に健康を意識する）　　　　
　　　　　　　　◎プラス評価（心の安定につながる楽観思考）
　　　　　　　※能力を引き出す学習規律　「高まり合える　仲間と共に　学習を」
〔2〕 めざす子ども像～キャリア発達を促すことを意識して～
1 自分自身に自信の持てる子ども　自尊感情の高揚→自己理解能力・自己管理能力
・自分のことが好きになれる子どもの育成。つまり一人一人の子どもたちの内面に自尊感情を十分に築き上げることが，自分を好きになったり，自分自身の存在感を感じたりすることになり，自信につながる。

・そんな自信が，学校生活に対するやる気を引き出す。つまり，「頑張ったらできるかもしれない。」という「まずは，やってみよう！」という行動化につながる。

2 友だちの良さを見つけることができる子ども　
共感的他者理解→人間関係形成能力・社会形成能力
・できるようになるためには，何でも取り込んでいこうという貪欲な構えが必要となり，それは，友だちをプラス評価していくことにつながる。この思いが，一人一人の違いを認めたり，おもいやったりする「やさしい言動」につながる。

3 目標に向かってねばり強く努力することができる子ども　根気力→課題解決能力
・良さをいっぱい取り込むことができる子どもは，少しずつ成長し，その成長を周りから認められる。自分を認められた子どもは，さらに努力が促進され，継続的に頑張る原動力が育まれる。
4 周りの人々に感謝の気持ちを表すことができる子ども　感謝の心→自己理解能力
・自分が認められると感じることができた子どもは，そんな周りの人々に感謝の念を抱くことができるようになる。それが，自らの素直な態度を醸成する。

5 みんなと共に高まろうとする子ども　仲間づくり→キャリアプランニング能力
・そんな子どもたちは，互いに高まろうとする仲間づくりができる。そして，常にポジティブ志向につなげることができる（脱落ち込み感）。
・よりよいものを作り上げるために，あらゆる情報を課題解決に生かせるよう活用することができる能力を高まろうとする集団の中で育む。
〔３〕めざす教職員像

1 学校教育目標に向かい，一丸となって，課題に立ち向かおうとする教職員。…
一人一人の教職員が学校教育目標を理解し，その達成に向け，組織的な学校運営を進め，協力すること。また，すべての教育活動における報告・連絡・相談の徹底を図る。（計画的・継続的実施）

2 子どもを多面的に受け入れることができる教職員。…一方的な見方をしたり，決めつけたりせず，多面的に理解する。（プラス評価）

3 保護者の思いに共感できる教職員。…保護者の願いに寄り添いながら，教育を進めることができる。（将来展望）

4 地域とともに教育を進めることができる教職員。…子どもたちの住んでいる地域のよさを見つけることができる。（地域愛）
5 自ら研鑽することに力を注ぐことができる教職員。…自らの教師力（授業力と児童理解力）を高めるために，研鑽することができる。（自己研鑽）
〔４〕めざす校長像

1 確かな判断を下せる校長…迷いながらも，今，子どもたちにとって何が最も大

切かを一番に考え英断を下す。

2 率先垂範に心がける校長…「やってみせ，言ってきかせて，させてみて，誉めて
　　やらねば人は動かじ。」…自ら発進する。
3 感謝の気持ちを表す校長…「有難う」の気持ちを忘れない。子どもに，保護者

に，地域に，そして，教職員に共感できる。

4 子どものよさを認める校長…子どもとかかわり，子どもを多面的に見ることで，　　

「よさ」を見出す。
5 保護者や地域と共生する校長…学校が教育を進める方向性と保護者や地域の　

人々の願いを理解し，そのための方策を一緒に考えられる。
〔５〕重点目標
1 子どもの「命」を守りきる。…子どもの命を守り切る確かな教職員体制づくりを進める。また，子ども一人一人があらゆる人間関係の中で大切にされているという実感がもて，安心して自分の力が発揮できる場づくりを進める。…あらゆる教育活動
2 子どもの「キャリア発達」を促す教育活動を進める。…子どもの社会的・職業的自立に向けて必要な能力（「人と共に社会に生きる力」「自分を知り律する力」「課題を見つけ解決する力」「夢や希望をつくりあげる力」「社会に貢献する力」）を育成することを意識して，キャリア発達の視点を取り入れた授業を展開する。…教科・領域・総合的な時間・特別活動等
3 ねらいを明確にした言語活動の充実。…普通授業において，思考力・判断力・表現力を伸ばすことができるよう，発問や課題の与え方を工夫するとともに，自分で調べたことや考えたことをわかりやすく文章に書いたり，また，発達段階に応じて，発表を工夫したりできるよう，書くことを意識した指導を行い，言語活動の充実を図る。…研究教科は国語科を中心に進め，研究発表会を実施する（2月予定）。
4 自律心と責任感の育成に向けた協働活動の充実。…目的を持って豊かな学校生活を送るため，学級活動・児童会活動・学校行事等を通して，個と集団との関わりを確かにする協働活動を進める。特に高学年のリーダー性を育み，誰からも頼られる存在として学校生活の充実を図る。さらに，「社会で許されないことは学校でも許されないこと」を踏まえ，学校のきまり・社会の基本的なルールの指導を徹底する。
…生徒指導・児童会活動において高学年の自覚を育成する。また，修学院ルールブックを活用し，日々の生活のおける「当たり前」を増やす。
〔６〕重点目標達成に向かう実践活動の具現化
1 確かな学力の育成（言語活動の充実を図る）…子どものやる気を引き出し，一人一
人が活躍する授業づくり・読書活動の推進と学校図書館活用等の言語環境の整備等）
2 自分もひとも大切にする人権教育の創造（自尊感情の高揚と共感的他者理解）

…人権教育部会・総合育成支援部会・生徒指導部会・研究部会で具体的な取組を進める。毎月「なかよしの日」を設定し，規範意識を高める学習を実施する。

3 働きかける生徒指導（日々の学習の充実につながる取組：多面的な子どもの見方と保護者の願い→将来展望へ　※有事の際，または，心身の異状・家庭状況の急変等は，必ず学年主任を通して，必ず管理職に報（告）・連（絡）・相（談）すること。
④健康・安全に関わる心の教育（命を守る：教職員組織体制確立・心身の健康）
…命を守る教職員体制をつくるため，各役割において，その意識を高める。

5 開かれた学校づくり（地域に学び地域に生きる：地域に飛び出し地域に根付く）

○学校運営協議会の効果的運用を図る。各種委員会からの発信により，子どもたちをサポートする取組を進める。（図書室の有効活用・見守り隊による登下校の安全確保を図る）
○校区の各種団体連絡会主催の第３回修学院夏祭り[修学院はひとつ]を学校と地域が一緒になって進める。（予定）

○修学院中学校主催の「一乗寺バザー」に取り組む。
○毎朝の登校指導は例年通り実施する。西門（１～６年の輪番），北門（教務部），正門（校長）とする。
○新１年生に対する下校指導は担任・1年学びのパートナー・教務主任等が，入学式の翌日から実施する（実施期間については要検討）。
○夏季休業中における水泳指導は，学校体制で児童の安全を確保し，例年通り８回実施する（7/24～8/4）。
〔７〕学校教育活動を進めていくにあたって
1 学校長の確かなリーダーシップのもと，教職員一丸となった教育活動を進める（チーム修学院）…知・徳・体のバランスの取れた子どもに。

2 全教職員を対象とする自己目標申告書の実施により，自己の昨年度の成果と課題を明らかにした上で，本年度の取組目標達成に向けた具体的内容を作成し，校長に提出する。…必要な時期に全教職員を対象とする面談を実施する（年度当初・中間期・年度末）。

3 保護者への情報発信

○学級通信（毎週末発行の学級だよりで，学級の様子・予定等を発信，時間割も必ず添える。）

○学年だより（学年としての共通の話題やお知らせを毎月１回発行。）
○HPアップ（学年・学級で発信していきたい内容を，画像を入れてどんどんアップする。アップ数は特に決めないが，少なくとも学年（級）１アップ/1週間。但し，アップしたい内容がある場合は多くなることも可。その他，学校だより・校長室から（きらら通信）・学校行事等を学校から積極的にアップしていく。
4 企画委員会（校長・教頭・教務・研究主任・提案に関わる主任等）を充実させる。…各主任は指定日までに教務主任に案件を提出し，企画委員会で検討する。職員会議は決定の場ではなく，共通理解の場とする。

⑤各部会からの取組については，年間計画に則って起案する。計画的・継続的，そして，効果的な取組になるよう，年度当初に各部年間計画は主任を中心に策定し，校長に承認を得る。年度途中提案になる場合は，まず主任に連絡し，主任が校長に相談する。予算や日程・子どもの負担度等の理由により，必ずしも現実化するとはいえないが，検討の余地は認めたい。
6 加配教員活用については，状況を精査し，効果的運用を図る。教務主任を中心にその活用計画を策定し，進める。具体的には，５・６年生理科は寺田先生，６年生音楽科はスクールサポーターの山田先生が担当する。（但し，担任は授業がスムーズに進むようサポートするものとする。）また，５年生算数はＴＴで進め，Ｔ２は教務部が担う。その他，IC（日本語指導教室）は状況に応じ，日本語指導の必要な児童を抽出したり，学級に入り込んだりして指導する。
7 運動会は体育学習の延長線上にある発展学習あるいはまとめ学習と捉え，計画的・系統的に実施する。授業時数についても，予め確かな計画を立て，計画に従って実施する（体育の授業時数を順守する）。

8 学習発表会は，学年毎に実施するが，年度当初に計画し，11月と1月の自由参観時に実施する予定を組むものとする。…音楽・せりふなど学芸的要素を加味する。
9 ６年生卒業行事については，卒業を目前に控えた６年生として実施する最後の校外学習として思い出に残る取組とし，市内めぐり，オリエンテーリング・社会見学等の泊を伴わないものとする。
10 夏季休業時に実施するチャレンジ体験学習は，学年毎に実施するものとし，計画時に共通理解を図るため職員会議で共通理解を図り実施する。
11 朝会は，4/28（5月は憲法月間）・5/26（6月から水泳学習）・7/23（夏休みに向けて）・8/26（天高く馬肥ゆる秋）・9/22（いよいよ運動会）・10/10（前期を顧みて）・10/14（後期スタートにあたって）・11/17（修学旅行報告）・12/1（12月は人権月間）・12/22（冬休みに向けて）・1/8（あと3ヶ月）・2/16（今年度のまとめを）・3/24（一年を顧みて・春休みに向けて）に実施する。…（　　）内は話す概要。
12 PTAとの連携を深める。…PTAと学校は協力関係にあり，ともに子どもたちの健全育成を進める。PTA行事について教職員は，可能な限り積極的に参加する。
13 学校評価に関わる児童・保護者アンケート及び教職員自己評価については，7月・12月に実施し，学校改善につなげる。また，その結果においては，学校及び，学校運営協議会において分析し，結果を公表する。

(備　考)
　　<１>　参観授業・学級（個人）懇談会は学校主導のもと,計画的に実施する。
1 ４月参観授業・学級懇談会(4/18[4.5.6]・22[ひまわり.1.2.3])
2 ５月自由参観(5/26～28)
3 ６月休日[日曜]参観(6/1)

4 ７月個人懇談会(7/14～16)

5 ９月自由参観(9/24～26)

6 10月参観授業・学級懇談会(10/15[ひまわり.4.5.6]・17[1.2.3])
7 11月自由参観(11/17～21)…学習発表会
8 12月個人懇談会(12/15～17)

9 １月自由参観(1/26～28) …学習発表会
10 ２月自由参観(2/24～26)・参観授業・学級懇談会(2/25[4.5.6]・26[ひまわり.1.2.3])

※今年度も，PTA主催の懇談会は実施しない。
　　<２>　大文字駅伝大会に向けての取組は，学年で計画し，管理職と相談して進める。
1 朝練については，管理職と協議の上，決定する。

2 校外における練習については，必ず教員が引率し，必要ならば公共交通機関を使用する。また，実施１週間前までに必ず校外活動届を教頭に提出する。

（但し，スポーツ傷害保険に加入している場合は，校外活動届は不要。）

3 学年でより多くの子どもたちが参加しやすい状況を準備する。

4 体調管理に努め，無理な練習はさせない。

<３>子どもの興味関心に応じた活動をサポートする。　　　　　　　　　　　　　　　

※部活動の実施については，５・６年生担任には配慮しつつ，それ以外の多くの教職員が関わり，複数体制で担当する。
…今年度実施部活動は，卓球・バレーボール・剣道・生物・カルタ・チアリーダーの予定。
人と人をつなぐ


人間関係づくり








情報を活用した課題解決能力











持続可能な心身の安定
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